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令和 3年 8月 

 関 係 各 位 

名古屋市健康福祉局長 

福祉避難所の設置・運営へのご協力のお願い 

日頃は本市の福祉行政にご理解とご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。 

本市では、南海トラフ巨大地震を始めとする大規模災害への事前の備えとし

て、避難に際し配慮の必要な方（障害のある方、要介護認定のある方等）を対

象とした「福祉避難所」の確保・設置を推進しているところです。 

福祉避難所は、身体等の状況や医療的ケアの面で、入院や介護施設への入所

の必要はないものの、小中学校等の一般の指定避難所では、段差・トイレ等で

生活に支障をきたす方に避難していただく施設です。 

今般、国において災害対策基本法等が改正され、福祉避難所については、受

入対象者をあらかじめ特定し、本人とその家族のみが避難する施設であること

を公示する制度が創設されました。本市においても、福祉避難所の制度変更へ

の対応を進めているところです。（添付資料「福祉避難所の概要」、「福祉避難

所制度の主な変更内容」、「要配慮者の避難支援のイメージ」） 

また、福祉施設・事業所の皆様におかれましては、福祉避難所に関する意向

調査を実施させていただきますのでよろしくお願い申し上げます。 

【令和 3年度福祉施設・事業所向け防災セミナーのご案内】 

福祉施設・事業所の皆様向けに 8 月 18 日（水）から 9 月 30 日（木）まで、

オンライン（YouTube）にて福祉避難所に関する防災セミナー動画を公開して

おります。 

以下の URL または QR コードから専用サイトにアクセスのうえご覧ください。 

（視聴には以下のパスワードの入力が必要です。） 

https://www.aju-cil.com/others/seminar2021.html 

パスワード「inclusive_shelter」

※本セミナーは社会福祉法人 AJU 自立の家わだちコンピューターハウスとの委

託契約により実施します。 

名古屋市健康福祉局監査課調査係 

     ℡ 052-972-2510 Fax 052-972-4150 

      E-mail: a2510-03@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp 
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福 祉 避 難 所 の 概 要 資料１

福祉避難所とは、一般の指定避難所や福祉避難スペースでの生活が困難な要配慮者（主として高

齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する方）を対象とした避難所であり、バリアフリー等

の設備・体制が整った社会福祉施設等を利用して開設されます。本市の福祉避難所には、指定福祉

避難所と協定福祉避難所があります。※指定福祉避難所と協定福祉避難所の相違点については、資

料２参照

福祉避難所とは

身体等の状況や医療面でのケアの必要性から介護保険施設や病院等へ入所・入院するに至らない

方であって、避難所での生活において配慮を必要とする方とします。

対象者を介助する方も、対象者本人とともに福祉避難所に避難することができます（介助者は１

人までとし、要配慮者数には算入しません。）。※対象者の避難の流れについては、資料３参照

車いす利用者や一人での移動が困難な方など、小・中学校では段差があってトイレに行けな

いような方のために、ハード面で適している避難所に移ってもらうということを想定したもの

で、福祉避難所自体に対象者の介護をお願いするものではありません。

① 福祉避難所の設置、維持及び管理【夜間の宿直を含め１人以上の配置】

〔以下は個々の事業所の状況に応じて事前に取り決めます〕 

② 被災した要配慮者の福祉避難所への移送 

③ 被災した要配慮者や家族からの相談を受けたり、福祉・保健医療 

サービスを受けられるよう関係機関への連絡調整（要配慮者を概ね 

10 人受け入れ、相談員を１人配置した場合に限る） 

④ 食事の提供や生活必需品の支給 

社会福祉事業を行う事業所のうち、次に掲げる基準を満たす施設を、指定福祉避難所として指定

又は協定福祉避難所として協定を締結させていただきます。

＜指定福祉避難所＞ 

① 速やかに、特定の要配慮者の受け入れ、生

活関連物資を避難者に配付することが可能な

構造又は設備を有するものであること

＜協定福祉避難所＞ 

① 一般の指定避難所において、行政職員が振

り分けをした要配慮者の受け入れが可能な構

造又は設備を有するものであること

＜指定福祉避難所・協定福祉避難所共通＞ 

② 土砂災害（特別）警戒区域の区域外に位置すること

③ 過去の浸水実績や浸水予測結果から判断し、避難者の安全空間（階）を確保できること

④ 耐震・耐火構造の建築物で、原則としてバリアフリー化がされていること

⑤ 避難者用スペース（1人当 2㎡）が確保でき、利用にあたり無料であること

※ 福祉避難所を開設しながら通常事業を再開することは差し支えありません（再開にあたっては

事業所管課にご相談ください。）。

※ 想定している事業所は、デイサービス等通所事業を行う施設であり、特別養護老人ホーム等併

設施設の場合、入所者（緊急入所を含む）の処遇に支障がない範囲とします。

運用に要する費用は、人件

費・光熱水費等すべての実

費を市が負担

指定福祉避難所・協定福祉避難所

福祉避難所の事業内容

福祉避難所の対象者
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福祉避難所制度の主な変更内容 

●基本的な考え方 

今回の制度改正の趣旨を踏まえ、本市としては指定福祉避難所の指定を推進してい

きたいと考えていますが、施設の状況により指定基準に満たない場合には協定福祉避

難所として協定を締結させていただきたいと考えています。 

名 称 協定福祉避難所（現行） 指定福祉避難所 

対 象 者

発災後に一般の避難所において

行政職員が振り分けをした要配

慮者とその家族 

市が特定した要配慮者（原則として

当該施設のサービス利用者とその家

族） 

開 設 の

タイミング
発災後、4日目以降を目標 

発災後、準備ができ次第速やかに開

設 

避 難 方 法

まずは一般の避難所へ避難し、

そこで行政職員が福祉避難所の

対象者を振り分けした後、福祉

避難所へ移送 

発災後、準備ができ次第速やかに移

送 

避 難 支 援

発災後、行政から依頼があった

場合に、施設は可能な範囲で移

送に協力 

発災後、行政からの依頼を待つこと

なく、施設は安否確認及び避難支援

を行う 

物資の備蓄

4日目以降の開設のため、開設に

併せて行政が運び入れる 

（福祉避難所には備蓄しない） 

原則として食糧、水等の 3 日分を施

設にて予め備蓄 

公表・公示

名古屋市地域防災計画に掲載す

るが、広く公表はせず、公示し

ない 

名古屋市地域防災計画に掲載する 

が、広く公表はしない 

施設名、所在地、受入れ対象者を公 

示 

費 用

運営に要する費用は、人件費・

光熱水費等すべての実費を市が

負担 

同左 

資料２ 
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資料３

大規模災害発生 

指定緊急避難場所 

指定避難所へ避難 

福祉避難スペース 

指定避難所内のバリア 

フリー等の一定の要件 

が整ったスペース 

指定福祉避難所 

要配慮者の避難支援のイメージ

発災後、概ね４日目

以降を目標に開設

家族・隣近所で助け合って

指定避難所等へ避難

重度の要介護認定の方

常時医療的ケアを要する方

など

対応・移送先を決定 

行政職員等 

指定緊急避難場所：命を守るため、災害の危険

からまずは逃げるための場所 

指定避難所：自宅が被災して帰宅できない場

合、一定期間、避難生活を送るためのところ 

※避難の方法の詳細はナゴヤ避難ガイドを参照

居住スペースでは避難生活が困難な要配慮者

市が特定した要配慮者

（原則として通所系の

サービス利用者）

福祉避難スペースでも避難生活が困難な要配慮者

協定福祉避難所 
施設への緊急入所 

医療機関へ入院 発災後、準備ができ

次第速やかに開設
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